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　寝るのが大好きな眠り姫でした。

　３歳になった今も寝るのが大好きな

花梨ちゃんです♡
　沢山寝て食べて元気に育ちますように！
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問 野木歴史文化伝承会　撒０２８０（５７）０６９０　担当：松本

　南赤塚学区にある北斗団地は昭和４３年に開発分譲

されました。この写真は９年後の昭和５２年に団地内の

中央通りを集団登校する児童を写したものです。

　手前の広い空き地は当時の分譲地で、現在はおよそ

１３０軒もの家が建ち並んでいます。

問総務課　撒 (57)4134　死 soumu@town.nogi.lg.jp問総務課　撒 (57)4134　死 soumu@town.nogi.lg.jp

広報のぎにお子さんの写真を載せてみませんか
対象：町内在住で未就学児のお子さん
　　　窓口または町ホームページの応募　
　　　フォームよりご応募ください。

160 問生活環境課　撒（57）4246シリーズ　野木町のごみ処理

ごみ集積所の管理についてごみ集積所の管理について

　ごみ集積所は、利用者の方々の各家庭から排出されるごみを集積する場所として、利用者の皆さんによって設

置された場所です。このため、ごみ集積所の管理は、その集積所をご利用される方々にお願いしています。

　ごみ集積所を清潔に維持するためには、一人ひとりがルールを守り、正しく使用していただくことが重要です。

また、ごみ集積所を適切に管理し、トラブルが起こらないよう、ごみ出しのルールなどは、利用者の方々でよく

話し合って決めていただきますようお願いします。

１．収集日を守りましょう

　収集日を守らないと、ごみが集積所に残ります。

　祝日などの関係で収集日が変更されることがあります。ごみ収集計画表などで、収集日を確認しましょう。

２．正しい分別で出しましょう

　正しい分別をしないと、ルール違反シールが貼られ、ごみが集積所に残ります。

　ごみ収集計画表や町ＨＰなどを確認し、正しくごみを出しましょう。

３．地域で決められたルールを守りましょう

　ごみ集積所は、利用者の協力により清潔に保たれます。

　一部のルールを守らない方のために、苦労されている方がいることをお忘れないように！

４．自分で出したごみが回収されたか確認しましょう

　ルール違反シールが貼られてごみ集積所に残ってしまったごみは、出した方が持ち帰り、正しい分別で

出しなおしましょう。

昭和から平成、 皆様のアルバムは貴重な写真の宝庫です

今はなき野木の風景写真大募集！


